
こども家庭センター（桜川市役所 岩瀬庁舎：担当 健康推進課）
電話：0296-75-3159

受付時間：平日 8:30 ～ 17:15（土日祝日・年末年始は除く）

妊婦支援給付金（1回目）



市役所にて面談を行い母子健康手帳を交付します。
アプリで申請後、回答番号と必要書類を持参し、
市役所窓口にお越しください。
※持ち物は予約確定メールをご参照ください。

⑤妊婦給付認定後に5万円給付
母子健康手帳交付時に
妊婦支援給付金（1回目）5万円の給付申請をしていただき、
給付が決定したら、認定通知書を送付します。


